
 

令和８年度 中小企業活性化協議会利用者満足度及び施策利用状況等に係る調査分析業務 

業務請負先の公募について 

 

標記の件について下記のとおり公告する。 

令和８年５月２６日 

 

独立行政法人中小企業基盤整備機構  

事業承継・再生支援部長 大田原 良子 

 

１．目的 

独立行政法人中小企業基盤整備機構（以下「中小機構」という。）は、産業競争力強化法の指針に基づき「中

小企業活性化全国本部」を設置し、各都道府県の認定支援機関に設置されている中小企業活性化協議会（以

下「協議会」という。）の行う支援措置の実施状況等について評価を行っている。 

本調査分析業務は、令和９年度に実施する令和８年度協議会事業評価に係る基礎資料の一部とすることを目

的として実施するものである。 

ついては、本調査分析業務の請負業務の内容等についての詳細な入札説明会を開催することを公告する。 

 

２．業務名 

 「令和８年度 中小企業活性化協議会利用者満足度及び施策利用状況等に係る調査分析業務」 

 

３．請負業務の内容 

（１）調査対象先 

以下の調査対象先に対し、アンケート調査を実施する。 

① 一次対応企業 ：令和７年９月～令和８年８月の間に一次対応を実施した企業 

② 二次支援完了企業 ：令和７年９月～令和８年８月の間に二次支援を完了した企業 

③ 金融機関         ：地銀・第二地銀、信用金庫・信用組合、メガバンク、政府系金融機関、 

整理回収機構（ＲＣＣ）、信用保証協会 

④ サービサー       ：全国サービサー協会加盟企業 

⑤ 外部専門家       ：弁護士、公認会計士、税理士、中小企業診断士等 

⑥ 事業再生ファンド 

 

 

（２）調査実施方法 

イ．調査計画書（実施項目とスケジュール等を掲載）の作成  

 

ロ．調査対象企業の送付先名簿作成 

調査対象先については、機構からリストを提供する 

 

ハ．調査票の作成、調査依頼実施及びデータ回収 

①～⑥の調査対象先にかかる調査票を作成し、調査対象先にアンケート依頼を行い、データを回収する。 

※調査内容については、中小企業活性化全国本部と協議のうえ決定する。 

※企業・個人情報漏えい対策として、調査対象企業の代表者及び外部専門家へ調査依頼を行う際に、宛先

の個人以外が開封しない工夫が必要。 

※無記名回答方式とするが、回答対象先協議会を指定するための仕組みは必要。 

 

ニ．集計・報告書の作成、送付 

アンケート結果を集計・分析し、報告書を作成する。その際過去のデータも含めた分析を行う。 

 

ホ．成果物 

調査対象先ごとにアンケート結果を集計・分析し、報告書及び評点ランキングの分かる資料を作成する。 



 

   ○納品物（内容） 

・各都道府県版・・・各１種（計４７種）  全国版・・・１種 

・評点ランク資料 

・納付形式：ＰＤＦ、Ｅｘｃｅｌ（メール等による提出）及びＣＤ－ＲＯＭ※ １枚 

     評点ランク資料と個別回答一覧ローデータはＥｘｃｅｌ 
 

※ＣＤ－ＲＯＭの内訳について 

  各都道府県版、全国版及び各経済産業局版（各局（内閣府沖縄総合事務局を含む。）管轄都道府県版及

び全国版を収録したもの。）を、フォルダ別に収録する。 

 

以上の成果物につき、最終納品は令和９年３月１０日（水曜）までに行うこと。 

 

４．契約期間 

契約締結日から令和９年３月３１日（水曜）まで 

 

５．入札参加要件 

（１）中小企業基盤整備機構契約事務取扱要領第２条及び第３条の規定に該当しない者であること。 

※要領については以下中小機構 Webサイトを参照。 

 https://www.smrj.go.jp/procurement/bid/contract/ 
（２）中小企業基盤整備機構反社会的勢力対応規程（規程２２第３７号）第２条に規定する反社会的勢力に該

当する者ではないこと。※以下中小機構 Webサイトを参照。 

  https://www.smrj.go.jp/org/policy/index.html 

（３）令和７・８・９年度の全省庁統一資格を有する者であり、「役務の提供等（301 広告・宣伝）」又は「役

務の提供等（303調査・研究）」の「Ａ」、「Ｂ」又は「Ｃ」の等級に格付けされている者であること。 

（４）当該業務に必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。 

（５）現在、機構の専門家として業務委託契約を締結している者または専門家が役員等に所属する法人に該当

する者ではないこと。 

（６）本件の入札説明会に参加していること（「８．入札説明会の日時・場所等」を参照）。 

（７）機密情報を取り扱うことから、契約後の守秘義務誓約書を徴求することに同意できる者であること。 

（８）過去３年以内に情報管理の不備を理由に中小機構との契約を解除されている者ではないこと。 

（９）中小機構または経済産業省発注契約に係る補助金交付等停止措置を受けている者ではないこと。 

 

６．請負先選考方法 

一般競争入札（総合評価落札方式）にて決定する。 

（１）公募参加事業者から「企画書」等の提出を受ける。 

（２）企画書の評価審査は本業務に関して設置する「企画評価委員会」が行う。 

（３）価格評価（入札）において、予定価格（非開示）を超えた場合、評価の対象外とする。 

（４）企画評価点及び価格評価点の合計点により、最も点数が高い１者を請負先として選定する。 

 

７．選定スケジュール（予定） 

（１）入札公告         令和８年５月２６日（火曜） 

（２）入札説明会        令和８年６月 ８日（月曜） 

（３）質問書の提出期限     令和８年６月１２日（金曜） 

（４）質問書への回答      令和８年６月１７日（水曜） 

（５）企画書・入札書の提出期限 令和８年７月 ２日（木曜）正午まで 

（６）企画評価委員会      令和８年７月 ７日（火曜）     

（７）入札・開札（価格評価）  令和８年７月 ９日（木曜） 

（８）請負要領の策定等     令和８年７月下旬 

（９）契約締結（予定）     令和８年７月下旬 

 

https://www.smrj.go.jp/procurement/bid/contract/
https://www.smrj.go.jp/org/policy/index.html


 

８．入札説明会の日時・場所等 

  日時：令和８年６月８日（月曜）１０：３０～ 

場所：中小機構本部（東京都港区虎ノ門３－５－１ 虎ノ門３７森ビル）９階 ９Ｂ会議室 

＊入札説明会の参加人数の確認のため、入札説明会に参加される方は下記の連絡先に、e-mail にて①社名、

②参加人数（最大２名まで）、③担当者氏名・所属部署名・役職名を記載のうえ、令和８年６月５日（金曜）

１２：００までに連絡・登録をすること（日時厳守）。 

 

９．留意事項等 

（１）採用の可否にかかわらず、本企画書の作成に係る費用はお支払できません。 

（２）一度提出された書類の変更及び取り消しはできません。 

（３）提出された書類は返却いたしません。 

（４）提出された書類や取得した情報等は本業務の採択に関する審査以外には使用しません。 

（５）選考については、結果のみ通知し選考内容については公表いたしません。 

（６）入札説明会の参加者であって本選考への参加を辞退する場合、企画書提出期限までに、辞退の旨を下記

の問合せ・連絡先の担当者のメールアドレスに連絡すること。後日、入札辞退届を提出すること。 

（７）企画評価委員会の内容・日程・提出書類等の詳細については、入札説明会において説明する。 

 

 

１０．本件に係る問合せ・連絡先 

〒１０５-８４５３ 東京都港区虎ノ門３－５－１  虎ノ門３７森ビル８階 

中小機構 事業承継・再生支援部 事業再生支援課（担当：竹内、辻） 

電話：０３－５４７０－１４７７  メールアドレス：zenkokuhonbu@smrj.go.jp 

 

 

この公募に関する掲載期間は、令和８年５月２６日（火曜）から６月５日（金曜）までとする。 


